
    

 

 

 

 

令和５年４月１８日 

自 動 車 局 

審査・リコール課 

自動車製作者に対する聴聞について 

 

自動車製作者に対し行政処分を科すに当たって、道路運送車両法第１０３条及び行政

手続法第１３条の規定に基づき、下記のとおり聴聞を行います。 

 

１．対象となる自動車製作者 

株式会社豊田自動織機 

 

２．予定される不利益処分の内容及び原因となる事実 

  別紙１のとおり 

 

３．聴聞の期日及び場所 

（１）日時 

   令和５年４月２５日（火） １４：００～ 

 

（２）場所 

   東京都千代田区霞が関２－１－３中央合同庁舎３号館８階 自動車局会議室 

 

４．その他 

 自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができ

ます。 

 

＜注意事項＞ 

※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される方は、別紙２に基づき電子メールにてご登録

願います。なお、自動車製作者が出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することとな

った場合には事前にお知らせいたします。 

 

 

 

（問い合わせ先） 

国土交通省自動車局審査・リコール課 是則・木内・衣本 

代表：03-5253-8111 (内線 42301、42302、42303)  直通：03-5253-8595  


